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］
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A：「明治22年7月16日付書簡」について

明治22年（1889）５月23日、児島湾開墾事業を大阪の藤田伝三郎に

起業許可を与えるという県告示第40号（本文169頁に翻刻）の発表は、

県下に一大反対運動を起こした。本史料は、当時の県下実力者が知事

の元を訪ねていることを示している。たとえば、県会議員の香川真一

は談判のない決議に驚き、請願のための上京を示唆している。一方、

岡山市長の花房端連、同市会議員の新庄厚信・村上長毅は香川の上京

阻止・延期を迫っているため、知事は野崎万三郎収税長の意見を請う

ている。

B：「明治22年8月30日付書簡」について

本史料は、許可人（藤田伝三郎）による区域の実地調査による情報

の公開を関係郡村に内訓した（本文172頁に翻刻）直後の知事書簡で

ある。この中で知事は野崎収税長に、大蔵省の内訓をうけて「追ツテ

何分之義及告示候条」ということでその方策の立案を指示している。

なお、端裏書に「之レ亦六ｹ敷沙汰ナリキ」とあり、知事の苦悩も

窺え興味深い。
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発
刊
の
こ
と
ば

本
書
か
ら
新
企
画
『
岡
山
県
明
治
後
期
資
料
』
と
し
て
編
集
い
た
し
ま
す
。

前
シ
リ
ー
ズ
の
『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
』
（
全
六
冊
）
は
、
新
生
岡
山
県
が
成
立
し
た
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）

か
ら
、
市
制
・
町
村
制
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
同
二
十
年
（
一
八
八
七
）
ま
で
の
記
録
資
料
を
収
録
し
ま
し
た
。

本
シ
リ
ー
ズ
は
、
市
制
・
町
村
制
が
公
布
さ
れ
た
同
二
十
一
年
か
ら
、
日
清
・
日
露
戦
争
期
を
経
て
、
明
治
四
十
四
年

（
一
九
一
一
）
頃
ま
で
で
、
岡
山
県
知
事
は
、
二
代
目
千
坂
高
雅
・
三
代
目
河
野
忠
三
・
四
代
目
高
崎
親
章
・
五
代
目

吉
原
三
郎
・
六
代
目
檜
垣
直
右
の
時
代
を
対
象
に
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
は
、
国
と
地
方
の
選
挙
実
施
、
山
陽
鉄
道
開
通
、
銀
行
・
紡
績
会
社
設
立
、
諸
学
校
開
校
、
宇
野
港
築
港

な
ど
県
の
発
展
が
確
か
な
も
の
と
な
る
諸
事
業
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
旭
川
・
高
梁
川
・
吉
井
川
の
三
大
河
川

の
氾
濫
、
日
清
・
日
露
戦
争
な
ど
、
県
土
や
県
民
生
活
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
出
来
事
も
起
き
ま
し
た
。

総
じ
て
、
こ
の
明
治
時
代
後
期
の
日
本
で
は
、
合
併
な
ど
に
よ
る
新
た
な
市
町
村
の
創
設
、
憲
法
制
定
・
帝
国
議
会

開
会
・
産
業
革
命
・
教
育
制
度
進
展
な
ど
に
よ
る
近
代
化
が
進
み
、
日
本
は
世
界
の
「
一
等
国
」
の
仲
間
入
り
を
果
た
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そ
う
と
す
る
時
期
で
し
た
。
同
時
に
対
外
戦
争
を
経
験
す
る
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
岡
山
県
民
も
様
々

な
場
面
で
活
躍
し
、
苦
悩
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
現
代
に
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
が
、
今
と
な
っ
て

は
薄
れ
ゆ
く
「
記
録
・
記
憶
」
と
な
っ
て
お
り
、
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
『
岡
山
県
明
治
前
期
資
料
』
の
方
針
を
継
承
し
、
関
係
各
位
の
協
力
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
対
象
年
代
の
記
録
資
料
を
丹
念
に
調
査
・
編
集
し
、
既
刊
資
料
と
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
よ
り
豊
か
な

岡
山
県
像
・
岡
山
県
民
像
を
皆
様
に
提
供
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

令
和
四
年
三
月

岡
山
県
立
記
録
資
料
館

館
長
渡
辺

正
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凡
例

一
本
書
は
、『
岡
山
県
記
録
資
料
叢
書

16

岡
山
県
明
治
後
期
資
料
一
』
と
し
て
、
当
館
所
蔵
の
地
域
資
料
、「
山
陽
新
報
」
等
の
複
製
資
料

を
翻
刻
収
録
し
た
。
さ
ら
に
、
県
内
外
諸
機
関
の
所
蔵
資
料
や
刊
行
物
等
を
調
査
し
て
引
用
採
録
し
、
適
宜
関
係
写
真
・
図
表
を
掲
載
し
た
。

県
内
外
の
諸
機
関
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

二
内
容
は
、
明
治
二
十
一
・
二
十
二
年
の
岡
山
県
を
対
象
と
し
た
。

三
全
体
の
把
握
と
利
用
の
便
の
た
め
、
細
目
次
を
設
け
、
適
宜
そ
の
資
料
に
つ
い
て
解
説
を
末
尾
に
付
記
し
た
。

四
本
文
は
可
能
な
限
り
原
本
ど
お
り
と
し
た
が
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
。

１
書
式
や
原
本
の
状
態
は
、
次
の
よ
う
に
表
し
た
。

ア
平
出
・
台
頭
・
闕
字
等
は
省
略
し
た
。

イ
項
目
が
替
わ
っ
て
そ
の
ま
ま
で
見
に
く
い
場
合
は
、
一
行
空
け
ま
た
は
改
行
と
し
た
。

ウ
朱
書
は
、
そ
の
部
分
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。

エ
虫
損
・
破
損
等
は
□
□
で
そ
の
状
態
を
示
し
、
文
字
が
推
定
で
き
る
場
合
は
右
傍
に
（
）
で
示
し
た
。

オ
原
本
に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
）
は
［
］
に
置
き
換
え
、（

）
内
の
文
章
等
を
示
し
た
。

カ
原
文
に
あ
る
抹
消
・
訂
正
は
、
特
に
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
左
側
に

�
�
�で

示
し
、
訂
正
文
字
が
あ
る
場
合
に
は
右

側
に
記
し
た
。

キ
原
本
に
あ
る
○
記
号
や
印
は
、
適
宜
、
○
や

�・

�等
、
似
た
形
状
の
も
の
を
付
け
た
。

ク
付
箋
・
貼
紙
は
、
そ
の
貼
付
箇
所
の
文
末
に
（
付
箋
・
貼
紙
）「
…
…
」
と
し
て
挿
入
し
た
。
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２
用
字
・
用
語
は
、
次
の
よ
う
に
処
理
し
た
。

ア
氏
名
・
地
名
を
含
め
て
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
置
き
換
え
た
。
常
用
漢
字
の
な
い
も
の
は
原
本
に
準
じ
た
。
異
体
字
・
俗
字

等
は
正
字
に
直
し
た
。

イ
誤
字
・
当
て
字
は
推
測
し
て
右
傍
（
）
に
正
字
を
記
し
、
脱
字
は
右
傍
へ
（
○
が
脱
カ
）
と
示
し
た
。

ウ
「
山
陽
新
報
」
の
複
製
状
態
が
悪
く
て
判
別
し
が
た
い
文
字
は
、
□
□
で
示
し
た
。

エ
変
体
仮
名
の
う
ち
、
者 は

・
江 へ

・
而 て

は
文
字
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
他
は
現
行
の
平
仮
名
に
直
し
た
。

�

よ
り・
〆 し
めは

そ
の
ま
ま
用
い
、
そ
の
他
の
合
字
は
現
行
の
表
記
に
直
し
た
。
な
お
、
助
詞
の
ニ
・
而
已
も
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
使
用
し
た
。

オ
表
記
の
不
統
一
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
あ
え
て
統
一
は
し
て
い
な
い
。

３
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
。

ア
適
宜
、
読
点
（
、
）
あ
る
い
は
並
列
点
（
・
）
を
付
け
た
。

イ
難
読
語
に
は
適
宜
右
傍
に
振
り
仮
名
を
付
け
た
。
な
お
、「
山
陽
新
報
」
中
の
振
り
仮
名
も
同
様
と
し
た
。

ウ
難
解
語
に
は
、
適
宜
右
傍
（
）
に
＊
印
を
付
し
、
簡
潔
に
語
釈
を
付
け
た
。

エ
そ
の
他
、
本
文
中
の
（
）
は
す
べ
て
編
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。

五
本
文
中
に
は
職
業
や
身
分
、
疾
病
・
障
害
・
犯
罪
に
関
す
る
呼
称
が
あ
る
が
、
事
実
に
基
づ
く
科
学
的
な
研
究
を
進
め
る
立
場
か
ら
、
こ
れ

ら
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
不
当
な
呼
称
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
科
学
的
な
認
識
を
通
じ
て
差
別
と
差
別
意
識
の
根
絶
に

い
た
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
読
者
に
お
か
れ
て
も
こ
の
立
場
を
理
解
し
、
本
書
を
正
し
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

六
本
書
の
総
括
は
定
兼
学
・
杉
山
一
雄
が
行
い
、
編
集
及
び
解
説
は
山
本
秀
夫
、
原
本
校
正
は
山
本
秀
夫
・
定
兼
学
・
杉
山
一
雄
が
担
当
し
た
。
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43

43

21年
８
月

15日
岡
山
光
清
寺
住
職
千
輪
性
海
の
感
化
院
設
置

43

10



44

21年
９
月
１
日
岡
山
の
麦
稈
真
田
紐
廃
業
の
真
相

44

45

21年
９
月
４
日
伊
部
焼
の
改
良
案

44

46

21年
９
月

18日
岡
山
市
制
の
実
施
に
つ
き

45

47

21年
９
月

18日
同
志
社
学
院
進
級
報
告
（
河
本
乙
五
郎
よ
り

立
石
岐
宛
書
簡
）

46

48

21年
９
月

18日
津
山
の
町
村
制
に
つ
き

47

49

21年
９
月

24日
警
察
機
密
費
に
つ
き
訓
令

47

50

21年

10月
１
日
高
梁
の
順
正
女
学
校
に
て
福
西
シ
ゲ
子
帰
校

懇
親
会
開
催

51

51

21年

10月
４
日
玉
島
円
通
寺
に
慈
恵
学
校
の
設
置

51

52

21年

10月

13日
海
底
電
信
線
修
繕
に
つ
き

52

53

21年

10月

14日
久
米
南
条
郡
内
の
小
村
落
合
併
諸
費
比
較

52

54

21年

10月

26日
・

11月
２
日
都
宇
郡
の
町
村
制
諮
問
会

53

55

21年

10月

28日
・

11月
８
日
赤
坂
・
御
野
郡
の
町
村
制
諮
問
会

53

56

21年

11月
１
日
津
高
郡
の
町
村
制
諮
問
会

54

57

21年

11月
１
～

11日
小
田
・
窪
屋
・
児
島
郡
の
町
村
制
諮
問
会

54

58

21年

11月
１
～

19日
勝
南
・
久
米
南
条
郡
の
村
制
諮
問
会

55

59

21年

11月
３
日
町
村
制
度
と
吉
野
郡
村
落
区
域

56

60

21年

11月
５
～

12日
吉
野
郡
の
町
村
制
諮
問
会

57

61

21年

11月
５
・
６
日
浅
口
・
上
道
郡
の
町
村
制
諮
問
会

58

62

21年

11月

11日
勝
南
郡
長
の
町
村
制
実
施
準
備
景
況
視
察
出

張
に
つ
き

58

63

21年

11月

16日
岡
山
孤
児
院
の
様
子

59

64

21年

11月

17日
岡
山
感
化
院
の
様
子

59

65

21年

11月

17日
都
宇
郡
村
落
合
併
諮
問
に
つ
き
出
入

60

66

21年

11月

19日
勝
南
郡
村
割
区
画
諮
問
会
に
つ
き

61

67

21年

11～

12月
明
治

21年
通
常
県
会

61

68

21年

11月

30日
小
田
郡
横
谷
村
よ
り
一
村
独
立
の
請
願
書

69

69

21年

11月
日
小
田
郡
小
林
村
・
東
三
成
村
と
の
合
併
に
つ

き
矢
掛
村
請
願
書

72

70

21年

12月

21日
旧
小
田
県
殖
産
商
社
の
解
散
願

74

71

21年

12月
新
島
襄
よ
り
岡
山
各
地
教
会
牧
師
へ
、
ギ
ュ

ー
リ
ク
牧
師
の
教
会
組
合
化
の
意
見
に
関
す

る
至
急
廻
状

75

第
二
章
明
治
二
十
二
年

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

78

１
22年

１
月
１
日
上
道
郡
の
年
頭
の
景
況

79

２
22年

１
月
１
～
３
日
川
上
郡
吹
屋
村
吉
岡
鉱
山
と
三
菱
商
会

の
年
始
会

79

11



３
22年

１
月
４
日
前
年
中
の
事
務

�末
取
調
表
を
千
坂
県
知
事

へ
、
収
税
長
野
崎
万
三
郎
が
上
表

80

４

22年
１
月

22日
岡
山
市
会
議
員
・
同
市
長
撰
挙
に
つ
き

80

５

22年
１
月

24日
私
立
岡
山
普
通
学
校
校
舎
建
築
趣
意
書

81

６

22年
１
月

27日
所
有
地
所
等
級
査
定
方
に
つ
き
勝
南
郡
長
松

山
清
心
よ
り
収
税
長
宛
問
い
合
わ
せ

84

図
２
私
立
岡
山
普
通
学
校
校
舎
建
築
略
図

85

７

22年
２
月
１
日
井
手
毛
三
の
憲
法
発
布
式
上
京

87

８

22年
２
月
９
日
市
制
・
町
村
制
へ
の
高
崎
五
六
意
見
書

87

９

22年
２
月

11日
憲
法
発
布
大
典
に
つ
き
養
老
思
召
金

90

10

22年
２
月

11日
憲
法
発
布
大
典
時
の
津
山

90

11

22年
３
月
１
日
県
会
議
長
井
手
毛
三
憲
法
発
布
式
よ
り
帰
県

し
、
美
作
に
て
慰
労
会

91

12

22年
３
月

15日
内
国
税
徴
収
費
予
算
に
つ
き
大
蔵
省
通
牒

93

13

22年
３
月

24日
岡
山
逓
信
管
理
局
の
開
局
式

93

14

22年
３
月

25日
鉄
道
隧
道
の
義
に
つ
き
、
兵
庫
県
の
伺
と
８

月

10日
の
岡
山
県
具
申

96

15

22年
３
月

28日
児
島
郡
勧
業
展
覧
会

96

16

22年
３
月

28日
小
学
校
教
員
に
議
員
に
な
ら
ざ
る
べ
き
内
訓

97

17

22年
４
月
２
日
岡
山
城
他
仮
公
園
の
義
に
つ
き
上
申
（
案
）

97

18

22年
４
月

10日
水
上
警
察
署
の
開
署
式

98

19

22年
４
月

11日
津
山
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
つ
き
（
冨
田
元

資
よ
り
立
石
岐
宛
書
簡
）

99

20

22年
４
月

19日
市
制
・
町
村
制
に
つ
き
県
令

100

21

22年
４
月

19日
市
制
施
行
順
序
に
つ
き
県
令

100

22

22年
４
月

19日
市
制
・
町
村
制
施
行
順
序
の
県
令
草
稿

104

23

22年
４
月

20日
邑
久
郡
の
婦
人
成
藻
会
の
景
況

107

24

22年
４
月

22日
邑
久
郡
長
浜
村
一
志
社
再
興

108

25

22年
４
月

28日
獣
医
の
必
要

110

26

22年
４
月

28日
後
楽
園
の
存
廃
に
つ
き

110

27

22年
５
月
１
日
町
村
長
撰
挙
は
分
苗
と
同
時
な
ら
ん

111

28

22年
５
月
５
日
児
島
郡
福
田
古
新
田
村
、
独
立
村
を
出
願
す

112

29

22年
５
月

12日
土
地
台
帳
・
国
税
等
に
関
す
る
勅
令
に
つ
き

112

30

22年
５
月

14日
山
陽
鉄
道
布
設
に
つ
き
申
告
綴
（
三
石
村
戸

長
役
場
）（
抄
）

115

31

22年
５
月

16日
児
島
郡
福
田
古
新
田
村
、
独
立
村
に
な
り
た
い

117

32

22年
５
月

18日
日
本
赤
十
字
社
岡
山
支
部
設
立
に
つ
き

117

33

22年
５
月

18日
日
本
赤
十
字
社
岡
山
支
部
細
則

119

34

22年
５
月

23日
久
米
北
条
郡
錦
織
村
の
石
炭
坑
発
見
に
つ
き

122

35

22年
５
月

25日
和
気
・
津
山
間
の
馬
車
鉄
道
敷
設
計
画

123

12



36

22年
５
月

30日
寄
付
金
を
目
途
の
事
業
に
つ
き
内
務
省
訓
令

123

37

22年
６
月

11日
岡
山
市
会
議
員
の
撰
挙
会

124

38

22年
６
月

13日
山
陽
鉄
道
会
社
の
官
設
鉄
道
払
下
請
願

124

39

22年
６
月

14日
市
町
村
制
施
行
に
つ
き
（
岡
山
区
長
浅
井
元

よ
り
収
税
長
宛
打
合
せ
の
伺
）

125

40

22年
６
月

16日
大
阪
商
船
会
社
と
山
陽
鉄
道

127

41

22年
６
月

25日
勝
南
郡
国
分
寺
村
国
盛
鉱
山
の
景
況

128

42

22年
６
月

25日
収
税
部
出
張
所
設
置
に
つ
き
（
松
山
清
心
御

野
郡
長
よ
り
収
税
長
宛
書
簡
）

129

43

22年
６
月

30日
作
州
の
鉱
脈
に
つ
き

129

44

22年
６
～
８
月
町
村
制
の
枢
要
書
綴
（
三
石
村
）

130

45

22年
７
月
４
日
吉
野
郡
讃
甘
・
大
原
村
撰
挙
会
の
紛
議

132

46

22年
７
月
８
日
岡
山
市
会
撰
挙
の
結
果
に
つ
き

133

47

22年
８
月

31日
岡
山
城
貸
渡
の
照
会

134

48

22年
９
月
３
日
山
陰
・
山
陽
を
通
じ
る
鉄
道
計
画

135

49

22年
９
月
５
日
市
町
村
制
実
施
後
の
岡
山
県
全
図

135

50

22年
９
月
７
日
玉
島
地
方
の
景
況

136

表
１
旧
岡
山
城
内
土
地
・
家
屋
の
貸
渡
期
間
と
相
手

137

51

22年
９
月

10～

11日
吉
井
川
洪
水

138

52

22年
９
月

14日
吉
井
川
洪
水
再
報

138

53

22年
９
月

20日
山
陽
鉄
道
線
路
収
用
に
つ
き
（
高
戸
小
田
郡

長
よ
り
野
崎
書
記
官
宛
書
簡
）

139

54

22年
９
月

24・

25日
岡
山
市
蓮
昌
寺
内
で
煙
草
製
造
職
人
集
会

140

55

22年
９
月

27日
備
中
都
宇
郡
の
畳
表

140

56

22年
９
月

29日
岡
山
市
中
の
煙
草
製
造
職
人
の
同
盟
罷
工

141

57

22年
９
月

30日
岡
山
市
中
の
煙
草
製
造
職
人
の
団
結

141

58

22年

10月
１
日
三
蟠
港
に
電
話
機
架
設
を
計
画

141

59

22年

10月
５
日
大
阪
と
三
蟠
港
間
の
汽
船
の
競
争

142

60

22年

10月
６
日
県
下
各
郡
の
稲
作
の
出
来

142

61

22年

10月

11日
大
阪
へ
輸
出
の
畳
表
と
花
筵

142

62

22年

10月

11日
山
陰
山
陽
聨
接
鉄
道
の
計
画

143

63

22年

10月

30日
山
陽
鉄
道
工
事
が
急
進

144

64

22年

11月
東
京
行
貨
物
廻
漕
業
の
広
告

144

65

22年

11月
３
日
天
長
節
当
日
各
地
の
景
況
（
上
道
・
御
野
郡
）

145

66

22年

11月

16日
御
野
郡
の
ぶ
ど
う
園
と
桃

146

67

22年

11月

27日
町
村
制
実
施
後
の
郡
衙
の
事
務

146

68

22年

12月
３
日
御
野
郡
の
瓦
師
組
合

147

69

22年

12月
６
日
西
北
条
郡
一
宮
村
の
中
山
神
社
銅
牛
鋳
造

147

70

22年
12月

20日
紡
績
会
社
の
秋
風

148

71

22年
12月
21日

児
島
高
徳
の
銅
像
鋳
造

148

13



72

22年

12月

21日
真
島
郡
下
方
村
官
林
払
下

149

73

22年
12月

25日
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
後
の
内
務
大
臣
山
県

有
朋
通
達

149

74

22年

12月
26日

紡
績
・
精
米
会
社
へ
の
石
炭
販
売

151

75

21～

22年
花
房
端
連
と
市
制
・
町
村
制
・
社
会
事
業

152

第
三
章
児
島
湾
開
墾
問
題

使
用
資
料
と
そ
の
略
称
一
覧

156

１

21年
３
月
７
日
藤
田
伝
三
郎
、
新
田
開
墾
着
手
に
つ
き
、
先

の
事
業
関
係
者
の
生
本
伝
九
郎
ら
へ
出
金

157

２

22年
５
～
６
月
明
治

22年
臨
時
県
会

157

３

22年
５
月

24日
臨
時
県
会
の
議
事
内
容

160

４

22年
５
月

24日
都
宇
・
窪
屋
・
児
島
郡
民
の
開
墾
苦
情

162

５

22年
５
月

28日
児
島
湾
沿
岸
漁
民
惣
代
の
出
岡

162
６

22年
５
月

28日
臨
時
県
会
で
の
議
論

163

７

22年
５
月

28日
児
島
湾
事
件
に
つ
き
人
民
惣
代
が
知
事
と
面
会

164

８

22年
５
月

29日
児
島
湾
事
件
に
つ
き
人
民
惣
代
が
県
庁
ヘ

164

９

22年
５
月

29日
児
島
湾
事
件
に
関
す
る
岡
山
区
人
の
集
会

165

10

22年
５
月

30日
児
島
湾
事
件
に
つ
き
集
会

165

11

22年
５
月

30日
児
島
郡
郡
村
人
民
総
代
、
知
事
に
面
会
す

165

12

22年
５
月

30日
御
野
郡
住
民
が
児
島
湾
開
墾
命
令
書
の
説
明

を
求
め
る

165

13

22年
５
月

30日
書
記
官
上
京

166

14

22年
７
月
１
日
旭
座
に
お
け
る
演
説
会

166

15

22年

10月
１
日
都
宇
郡
撫
川
村
で
請
願
上
京
委
員
撰
挙

167

16

22年

10月

16～

17日
開
墾
許
可
取
消
請
願
の
上
京

167

17

22年

10月

25日
開
墾
取
消
請
願
書
の
調
印
へ

168

18

22年

11月

17日
児
島
湾
開
墾
取
消
の
請
願

168

19

22年

12月
５
・
８
日
開
墾
許
可
告
示
取
消
請
願
書
を
内
務
省

に
進
達

169

20

22年
５
月
～

児
島
湾
開
墾
事
件
に
関
す
る
都
宇
郡
加
茂
村

書
類

169

20―
１
５
月

23日
児
島
湾
関
係
郡
村
へ
の
県
知
事
告
示

169

20―
２
６
月
４
日
関
係
五
ヶ
村
戸
長
へ
の
協
議
結
果
通
知

169

20―
３
６
月
５
日
児
島
湾
開
墾
に
つ
き
関
係
十
ヶ
村
取
消
請

願
決
議
書

170

20―
４
６
月
６
日
児
島
湾
開
墾
に
つ
き
関
係
郡
村
の
郡
長
・

戸
長
へ
の
県
知
事
内
訓

172

20―
５
７
月
５
日
東
京
府
東
多
摩
・
南
豊
島
郡
長
益
田
包
義

よ
り
児
島
湾
開
墾
に
つ
き
都
宇
郡
戸
長
ら

14



宛
書
簡

173

20―
６
（
月
日
未
詳
）
藤
田
組
へ
の
開
墾
許
可
取
消
請
願
書
草
稿

174

20―
７
９
月

23日
知
事
よ
り
開
墾
取
消
請
願
を
詮
議
し
な
い

旨
指
令

176

20―
８
９
月

28日
開
墾
取
消
の
請
願
に
つ
き
委
員
に
関
す
る

決
議
の
大
略

176

20―
９

10月
３
日
都
宇
郡
加
茂
村
会
議
員
惣
代
推
撰
に
つ
き

177

20―

10

12月
６
日
取
消
請
願
委
員
帰
郡
報
告
に
つ
き
通
知

177

20―

11（
月
日
未
詳
）
都
宇
郡
加
茂
村
会
議
員
惣
代
請
願
書
の
写

178

20―

12（
月
日
未
詳
）
冊
子
「
岡
山
県
児
島
湾
開
墾
を
非
と
す
る

の
大
要
」

181

21

22年
７
～
８
月
岡
山
県
知
事
書
簡

187

21―
１
７
月

16日
開
墾
許
可
取
消
の
請
願
の
た
め
の
香
川
真

一
上
京
阻
止
ま
た
は
延
期
に
つ
き
、
千
坂

知
事
よ
り
野
崎
万
三
郎
宛

187

21―
２
８
月

15日
東
京
在
住
の
千
坂
知
事
よ
り
県
収
税
長
野

崎
万
三
郎
宛

187

21―
３
８
月

30日
藤
田
組
に
よ
る
区
域
の
実
地
調
査
に
よ
る

情
報
公
開
の
内
訓
直
後
の
、
千
坂
知
事
よ

り
野
崎
万
三
郎
宛

188

第
四
章
基
礎
デ
ー
タ
編

使
用
資
料

190

一
県
職
員
関
係

191

表
２
岡
山
県
職
員
録
第
一
部
・
第
二
部

191

表
３
岡
山
県
職
員
録
監
獄
・
警
察
関
係

195

表
４
岡
山
県
職
員
録
収
税
部

197

表
５
岡
山
県
職
員
録
県
立
学
校
職
員

202

二
市
町
村
合
併
関
係

203

市
町
村
廃
置
分
合
一
覧
表

203

表
６
岡
山
市

203

表
７
御
野
郡

204

表
８
津
高
郡

207

表
９
赤
坂
郡

212

表

10

磐
梨
郡

215

表

11

和
気
郡

218

表

12

邑
久
郡

221

表

13

上
道
郡

225

表

14

児
島
郡

230

表
15

都
宇
郡

233

表

16

窪
屋
郡

234

15



表

17

浅
口
郡

237

表
18

小
田
郡

240

表

19

後
月
郡

243

表

20

賀
陽
郡

246

表

21

下
道
郡

250

表

22

上
房
郡

251

表

23

阿
賀
郡

253

表

24

哲
多
郡

255

表

25

川
上
郡

256

表

26

真
島
郡

259

表

27

大
庭
郡

263

表

28

西
北
条
郡

265

表

29

西
々
条
郡

266

表

30

東
南
条
郡

269
表

31

東
北
条
郡

270
表

32

勝
北
郡

272

表

33

勝
南
郡

275

表

34

英
田
郡

278

表

35

吉
野
郡

280

表

36

久
米
北
条
郡

283

表

37

久
米
南
条
郡

285

三
市
町
村
職
員
関
係

288

表

38

岡
山
県
自
治
職
員
録

288

四
県
統
計

300

表

39

郡
市
の
戸
数
・
人
口

300

表

40

農
業
者
の
種
別

301

表

41

農
産
物
各
種
収
穫
高

301

表

42

漁
業
者
の
戸
数
・
人
口
と
漁
船
数

302

表

43

各
種
工
場
の
実
績

302

表

44

県
内
鉱
山
及
び
産
出
高

302

表

45

主
要
な
商
売
種
別
数

303

表

46

県
内
主
要
銀
行
の
景
況

303

表

47

主
要
港
津
輸
出
入
物
品
の
原
価
合
計

303

表

48

県
内
公
立
小
学
校
教
員
・
児
童
数
等

304

表

49

主
な
新
聞
紙
・
雑
誌
発
行
高

304

表

50

県
会
・
市
町
村
会
議
員
数
及
び
撰
・
被
撰
挙
権
者
数

304

表

51

医
師
・
助
産
婦
等
医
療
関
係
者
数

305

表

52

伝
染
病
及
び
地
方
病
の
患
者
・
病
死
者
数

305

五
県
会
の
開
会

306

表

53

明
治

21～

22年
岡
山
県
会
開
会
一
覧

306

六
県
会
議
員

307

表

54

明
治

21～

22年
岡
山
県
会
議
員
一
覧

307
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岡
山
県
明
治
後
期
資
料

一
解
説

一
『
岡
山
県
明
治
後
期
資
料
一
』
の
概
要

『
岡
山
県
明
治
後
期
資
料
』
は
、
市
制
・
町
村
制
が
公
布
さ
れ
た

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
か
ら
、
大
日
本
帝
国
憲
法
制
定
、
帝

国
議
会
開
会
、
日
清
戦
争
、
府
県
制
・
郡
制
の
施
行
、
日
露
戦
争
を

経
て
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
頃
ま
で
の
岡
山
県
を
対
象
に
、

当
時
の
岡
山
県
に
と
っ
て
の
重
要
資
料
や
稀
少
資
料
、
新
た
に
発
掘

し
た
地
域
資
料
を
編
集
刊
行
す
る
。
今
後
の
刊
行
計
画
は
下
表
の
と

お
り
で
あ
る
。

本
巻
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
と
同
二
十
二
年
を
対
象

に
し
て
い
る
。
収
録
資
料
は
、「
公
文
類
聚
」
・
「
諸
法
令
指
令
録
」

「
岡
山
県
令
」
・
「
岡
山
県
報
」
な
ど
の
公
的
な
も
の
の
他
に
、
「
山

陽
新
報
」
な
ど
を
中
心
に
し
て
、
館
内
外
の
諸
資
料
か
ら
掲
載
し
た
。

特
に
、
『
岡
山
県
史
』
年
表
編
な
ど
に
収
録
し
て
い
る
県
政
全
般
の

重
要
事
項
に
関
係
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
特
別
に
収
載
し
た
。

該
当
期
間
は
、
市
町
村
合
併
と
再
燃
し
た
児
島
湾
開
墾
事
業
が
大

17

『岡山県明治後期資料』の刊行計画

標題 年度 内容

岡山県記録資料叢書16
『岡山県明治後期資料一』

令和３
明治21～22年（明治憲法体制成立）
市制・町村制施行、憲法制定

岡山県記録資料叢書17
『岡山県明治後期資料二』

令和４
明治23～26年（議会設立）
帝国議会開会、山陽鉄道開通、三大河川
氾濫

岡山県記録資料叢書18
『岡山県明治後期資料三』

令和５
明治27年＋明治18～26年の補遺
千坂高雅県政の総括

岡山県記録資料叢書19
『岡山県明治後期資料四』

令和６
明治28～29年（日清戦争期の政治・経済・
社会）
銀行・紡績会社設立

岡山県記録資料叢書20
『岡山県明治後期資料五』

令和７
明治30～32年（高崎親章県政）
府県制の施行

岡山県記録資料叢書21
『岡山県明治後期資料六』

令和８
明治33～35年（檜垣直右県政）
郡制施行、諸学校開校

※叢書21までは順次刊行を進め、叢書22以降は新たに刊行計画をたてる。



き
な
出
来
事
で
あ
る
。
前
者
は
、
市
制
・
町
村
制
の
公
布
と
施
行
に

よ
る
国
家
事
業
の
目
玉
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
岡
山
県
域
は
動
揺

を
き
た
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県

か
ら
、
こ
の
市
町
村
合
併
に
い
た
る
全
県
域
の
村
々
の
異
動
を
詳
細

に
正
確
に
記
録
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
考
え
た
。
後
者
は
、
江
戸
時

代
以
来
の
児
島
湾
開
墾
が
明
治
十
年
代
に
頓
挫
し
た
が
、
そ
の
開
墾

計
画
が
再
燃
し
た
。
県
会
・
県
当
局
を
は
じ
め
、
関
係
地
域
を
揺
る

が
す
大
問
題
と
な
っ
た
事
業
の
経
過
に
つ
い
て
明
治
二
十
一
・
二
十

二
年
の
動
き
が
わ
か
る
詳
細
な
資
料
を
収
載
し
た
。

二
『
岡
山
県
明
治
後
期
資
料
一
』
の
構
成
と
内
容

本
巻
の
構
成
は
、
第
一
章
（
明
治
二
十
一
年
）
・
第
二
章
（
二
十

二
年
）
・
第
三
章
（
児
島
湾
開
墾
問
題
）
・
第
四
章
（
基
礎
デ
ー
タ

編
）
の
四
章
と
し
た
。
第
一
・
二
章
の
構
成
は
、
掲
載
資
料
を
原
則

年
月
日
順
に
並
べ
、
第
三
章
の
前
半
は
「
山
陽
新
報
」
の
記
事
資
料

等
を
原
則
年
月
日
順
に
並
べ
、
後
半
は
ま
と
ま
り
を
重
視
し
た
。
第

四
章
は
、
明
治
二
十
二
年
六
月
の
市
町
村
合
併
及
び
そ
れ
に
と
も
な

う
資
料
、
県
職
員
、
県
統
計
、
県
会
関
係
を
表
に
し
て
収
載
し
た
。

資
料
出
典
は
各
章
の
冒
頭
部
分
に
一
括
掲
載
し
、
個
別
資
料
に
は
そ

れ
を
略
称
で
示
し
た
。
各
資
料
に
は
章
ご
と
に
通
し
番
号
を
付
し
、

そ
の
資
料
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
端
的
な
タ
イ
ト
ル
で
示
し
た
。

「
山
陽
新
報
」
の
記
事
は
、
当
該
年
の
関
係
記
事
を
抜
き
出
し
、
そ

こ
か
ら
編
集
担
当
が
候
補
を
挙
げ
、
館
内
の
協
議
で
決
め
た
。
引
用

は
、
そ
の
記
事
内
容
を
タ
イ
ト
ル
冒
頭
の
日
付
で
示
し
、
掲
載
の
日

付
を
出
典
部
分
に
付
け
た
。

本
巻
刊
行
の
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
集
落
を
再

編
し
、
地
域
の
行
政
主
体
を
市
町
村
と
す
る
、
明
治
二
十
二
年
の

「
市
制
・
町
村
制
」
の
施
行
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
制
度

の
施
行
に
よ
り
、
岡
山
県
内
の
一
七
六
〇
の
町
や
村
が
、
岡
山
市
と

四
五
四
の
町
や
村
に
ま
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
至
る
町
村
の

変
遷
も
各
郡
別
に
収
載
し
た
。
な
お
、
資
料
の
重
要
性
は
認
識
し
て

い
る
が
、
年
代
比
定
が
難
し
い
も
の
、
原
史
料
が
未
詳
で
あ
る
も
の

な
ど
に
つ
い
て
は
収
載
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
山
陽
英
和

女
学
校
の
大
西
絹
・
上
代
淑
、
日
本
最
初
の
近
代
看
護
教
育
を
受
け

18



た
看
護
師
の
佐
野
う
め
、
三
好
野
本
店
創
業
者
の
若
林
加
之
な
ど
、

当
該
時
期
に
活
躍
し
た
岡
山
の
女
性
の
資
料
収
集
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

各
章
の
内
容
や
注
目
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
資
料
掲
載
は

編
年
に
し
て
い
る
が
、
以
下
分
野
ご
と
の
解
説
を
す
る
。

（
一
）
第
一
章
（
明
治
二
十
一
年
）

「
県
治
」
関
係
で
は
、
市
制
・
町
村
制
の
施
行
に
と
も
な
う
町
村

合
併
に
関
す
る
資
料
を
収
載
し
た
。
明
治
二
十
一
年
四
月
十
七
日
法

律
第
一
号
で
市
制
・
町
村
制
が
公
布
、
一
年
後
の
翌
二
十
二
年
四
月

一
日
以
降
施
行
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
二
月
か
ら
四
月
の

元
老
院
・
閣
議
に
示
さ
れ
た
決
裁
文
書
（
資
料
６
）、「
町
村
合
併
標

準
」「
郡
ノ
分
合
標
準
」「
市
制
標
準
」
を
示
し
た
六
月
十
三
日
付
の

内
務
大
臣
山
県
有
朋
の
訓
令
（
資
料

24）
を
収
載
し
た
。
こ
れ
ら
を

受
け
て
各
府
県
が
そ
の
実
務
を
す
す
め
た
の
で
あ
る
。

岡
山
県
で
は
、
五
月
、
ま
ず
県
庁
内
に
市
町
村
制
実
施
取
調
委
員

（
「
市
町
村
制
実
施
取
調
掛
」
）
に
、
県
書
記
官
の
妻
木
狷
介
・
同
荒

川
義
太
郎
、
収
税
長
の
野
崎
万
三
郎
、
御
野
郡
長
の
浅
井
元
が
任
命

さ
れ
た
。
六
月
に
は
県
知
事
が
各
郡
長
に
訓
令
を
発
し
（
資
料

27）、

訓
令
・
通
達
を
出
し
て
い
っ
た
（
資
料

28・

32）
。
そ
の
後
、
郡
の

連
合
会
議
員
に
も
諮
問
し
て
郡
内
町
村
廃
置
分
合
の
原
案
を
作
成
し
、

こ
れ
を
新
町
村
に
含
ま
れ
る
各
町
村
会
議
員
に
示
し
て
意
見
の
答
申

を
求
め
、
郡
長
の
意
見
を
添
え
て
県
に
報
告
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
き

に
つ
い
て
、
各
町
村
の
状
況
が
わ
か
る
も
の
を
収
載
し
た
（
資
料

46・

48・

49・

53～

62・

65・

66）
。
県
で
は
市
町
村
制
実
施
取
調
委
員

に
よ
っ
て
、
町
村
か
ら
の
答
申
や
異
議
申
立
を
書
面
審
理
す
る
と
も

に
、
総
合
的
な
見
地
か
ら
新
町
村
区
域
画
定
案
に
調
整
を
加
え
て
合

併
を
実
施
し
て
い
っ
た
。
諮
問
案
に
対
す
る
町
村
か
ら
の
異
議
が
あ
っ

た
の
は
二
十
三
ヶ
村
で
、
お
も
に
地
理
人
情
の
相
違
を
あ
げ
て
い
た
。

そ
の
う
ち
、
小
田
郡
横
谷
村
・
矢
掛
村
の
請
願
書
を
収
載
し
た
（
資

料

68・

69）。

こ
の
よ
う
に
、
国
か
ら
府
県
・
郡
・
町
村
へ
の
経
路
で
、
国
家
の

最
重
要
事
業
で
あ
る
市
制
・
町
村
制
は
強
力
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た

と
言
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
島
美
津
子
氏
に
よ
れ
ば
、
政
府

は
、
市
町
村
合
併
の
計
画
と
推
進
に
つ
い
て
、
旧
慣
や
内
務
省
の
熟
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議
を
重
視
し
つ
つ
府
県
の
独
断
専
行
を
戒
め
て
い
た
が
、
最
終
的
に

は
「
有
力
町
村
造
成
」
が
政
府
の
方
針
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
松
沢

裕
作
氏
は
、
各
府
県
庁
は
、
内
務
省
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
解

釈
や
法
令
の
運
用
が
ま
ち
ま
ち
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
各
府
県
と
の

伺
い
と
回
答
な
ど
の
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
、
細
心
の
注
意
を
払
っ

て
合
併
と
町
村
制
の
施
行
を
す
す
め
た
、
と
踏
み
込
ん
だ
指
摘
を
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
岡
山
県
が
内
務
省
と
取
り
交
わ
し
た
、
明

治
二
十
一
～
二
十
二
年
に
わ
た
る
事
務
取
扱
方
の
件
に
関
わ
る
こ
と

（
資
料

39）
で
理
解
で
き
る
。
地
域
の
司
法
組
織
に
つ
い
て
は
、
十

九
年
の
司
法
省
令
を
う
け
て
始
ま
っ
た
。
勝
南
郡
勝
間
田
村
（
現
勝

央
町
）
で
は
、
有
志
が
岡
山
始
審
裁
判
所
出
張
所
の
誘
致
運
動
を
展

開
し
、
用
地
の
寄
贈
も
行
い
、
建
築
委
員
十
三
名
の
尽
力
も
あ
り
、

二
十
一
年
十
一
月
一
日
に
津
山
治
安
裁
判
所
勝
間
田
出
張
所
と
し
て

開
庁
し
た
。
そ
れ
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
図
１
「
勝
間
田
村
略
全

図
」
は
、
明
治
二
十
一
年
七
月
、
治
安
裁
判
所
勝
間
田
出
張
所
設
置

出
願
書
に
添
付
さ
れ
て
い
た
地
図
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
『
勝
央
町

誌
資
料
編
』
よ
り
転
載
し
た
。
な
お
、
地
図
周
辺
の
活
字
解
説
は

同
町
誌
の
編
集
者
が
添
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
県
会
」
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
岡
山
県
会
史
』
か
ら
、
臨
時
会

と
通
常
会
の
開
閉
会
の
様
子
を
取
り
挙
げ
た
（
資
料
５
・

67）。

「
郡
況
」
関
係
に
つ
い
て
は
、
浅
口
郡
で
は
勇
崎
村
（
現
倉
敷
市
）

の
明
治
十
七
年
八
月
の
海
嘯
記
念
碑
計
画
（
資
料

17）
、
勝
南
郡
で

は
湯
郷
村
（
現
美
作
市
）
の
温
泉
の
現
況
（
資
料

35）
、
岡
山
区
で

は
明
治
十
八
年
の
明
治
天
皇
巡
幸
を
記
念
し
て
の
後
楽
園
で
の
祭
典

（
資
料

36）、
以
前
に
は
有
力
な
産
業
で
あ
っ
た
麦
稈
真
田
紐
製
造
の

不
振
（
資
料

44）
を
収
載
し
た
。
上
道
郡
で
は
雄
町
村
（
現
岡
山
市

中
区
）
の
水
の
有
用
性
（
資
料

38）
、
川
上
郡
で
は
下
原
村
（
現
高

梁
市
）
愛
宕
神
社
奉
納
花
火
（
資
料

40）
を
採
録
し
た
。
邑
久
郡
で

は
牛
窓
港
（
現
瀬
戸
内
市
）
の
景
況
（
資
料

34）
、
千
坂
知
事
や
植

木
枝
盛
が
そ
れ
ぞ
れ
沙
美
・
牛
窓
海
水
浴
場
を
訪
れ
た
記
事
（
資
料

41・

42）
を
取
り
挙
げ
た
。

「
産
業
・
経
済
」
関
係
で
は
、
ま
ず
、
倉
敷
紡
績
所
を
挙
げ
た
。

明
治
二
十
年
十
二
月
、
そ
の
設
立
が
認
可
さ
れ
た
こ
と
で
、
翌
二
十

一
年
か
ら
計
画
が
動
き
出
し
た
。
そ
の
創
立
発
起
者
の
人
名
が
見
え
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る
「
山
陽
新
報
」
の
記
事
（
資
料
３
）
、
株
主
総
会
の
広
告
（
資
料

９
）
や
同
社
役
員
の
撰
定
広
告
（
資
料

13）
の
記
事
を
収
載
し
た
。

次
に
県
は
県
立
蚕
業
伝
習
所
を
、
二
十
一
年
に
は
津
山
・
金
川
・
高

梁
に
、
翌
年
に
は
佐
伯
・
新
見
・
大
原
に
開
設
し
て
い
る
が
、
勝
間

田
村
で
の
勝
南
郡
立
養
蚕
伝
習
所
習
得
証
明
詔
書
（
資
料

25）
や
同

所
景
況
と
治
安
裁
判
所
設
置
に
つ
い
て
（
資
料

33）
、
勝
北
郡
の
桑

苗
売
買
取
締
（
資
料

21）
の
「
山
陽
新
報
」
の
記
事
を
採
録
し
た
。

な
お
、
同
伝
習
所
の
位
置
は
図
１
に
見
え
る
。
鉱
業
に
つ
い
て
は
、

第
四
章
（
基
礎
デ
ー
タ
編
）
に
県
内
の
主
要
鉱
山
の
景
況
を
集
約
し

た
が
、
本
章
で
は
鉱
山
業
の
景
況
記
事
を
示
し
（
資
料

20）
、
西
々

条
郡
国
富
鉱
山
の
資
料
（
資
料

29）
、
久
米
北
条
郡
油
木
下
村
（
現

津
山
市
）
で
の
石
油
発
見
（
資
料

37）
を
取
り
挙
げ
た
。
果
樹
・
園

芸
関
係
で
は
葡
萄
園
に
関
す
る
も
の
を
集
め
た
。
明
治
十
九
年
、
御

津
郡
栢
谷
村
（
現
岡
山
市
北
区
）
の
山
内
善
男
が
播
州
葡
萄
園
に
な

ら
っ
て
築
造
し
た
も
の
が
本
県
欧
州
葡
萄
の
硝
子
室
栽
培
の
最
初
で

あ
る
。
以
来
、
森
芳
滋
・
大
森
熊
太
郎
ら
が
相
携
え
、
栽
培
法
・
品

種
に
つ
き
研
究
の
結
果
、
明
治
中
期
に
一
応
の
栽
培
を
完
成
し
た
。

こ
の
三
人
の
業
績
内
容
が
県
史
等
で
は
著
名
で
あ
る
が
、
本
巻
で
は
、

上
道
郡
今
在
家
村
（
現
岡
山
市
中
区
）
の
葡
萄
園
（
資
料

22）
と
山

内
ら
が
視
察
に
行
っ
た
播
州
葡
萄
園
（
資
料

23）
を
紹
介
し
た
。
前

者
は
同
村
の
大
森
馬
之
の
葡
萄
園
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
播
州
葡

萄
園
の
管
理
者
は
前
田
正
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
葡
萄
園
は
、
東

京
内
藤
新
宿
の
勧
農
局
試
験
地
勤
務
の
福
羽
逸
人
ら
が
、
当
時
の
大

蔵
大
輔
兼
勧
農
頭
の
松
方
正
義
に
上
申
し
て
、
十
三
年
に
創
立
し
た

も
の
で
あ
る
。
十
九
年
に
前
田
に
払
下
げ
ら
れ
、
個
人
経
営
に
な
っ

て
い
た
。
な
お
、
前
田
は
の
ち
に
農
商
務
次
官
、
元
老
院
技
官
、
大

日
本
農
会
幹
事
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
殖
産
関
係
で
は
、
旧
小
田
県

時
代
の
殖
産
商
社
の
解
散
も
決
ま
っ
た
（
資
料

70）。

「
交
通
・
通
信
」
関
係
で
、
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
二
十
一
年

は
山
陽
鉄
道
会
社
の
正
式
な
発
足
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
二
十
年
四
月

七
日
に
、
中
上
川
彦
次
郎
を
委
員
総
代
と
し
て
創
立
が
届
け
ら
れ
て

い
た
。
二
十
一
年
一
月
四
日
に
私
設
鉄
道
条
例
に
よ
る
わ
が
国
最
初

の
本
免
許
状
が
下
付
さ
れ
、
こ
の
日
よ
り
起
算
し
て
、
神
戸
・
岡
山

間
は
三
ヶ
年
以
内
、
岡
山
・
広
島
間
は
六
ヶ
年
以
内
、
広
島
・
馬
関
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間
は
九
ヶ
年
以
内
に
工
事
を
竣
工
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
そ
の

後
、
鉄
道
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
技
術
上
の
問
題
、
用
地
買
収
問

題
、
そ
れ
ら
に
と
も
な
う
資
金
調
達
の
問
題
が
累
積
し
、
竣
工
期
限

の
見
直
し
が
や
む
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
十
四
年
七
月

に
三
石
か
ら
笠
岡
ま
で
開
通
し
、
九
月
に
は
福
山
ま
で
営
業
が
開
始

し
て
県
内
全
通
が
実
現
す
る
。
こ
の
間
の
事
業
関
係
史
料
は
多
い
。

本
巻
で
は
、
本
免
状
の
下
付
（
資
料
１
）
、
鉄
道
用
土
樋
の
伊
部
陶

器
採
用
（
資
料
２
）
、
山
陽
鉄
道
線
路
布
設
に
伴
う
官
林
払
下
に
つ

い
て
の
津
高
郡
長
よ
り
花
房
瑞
連
宛
書
簡
（
資
料
７
）
、
同
布
設
に

と
も
な
う
山
陽
鉄
道
株
金
募
集
（
資
料

10）
と
山
陽
鉄
道
会
社
の
中

上
川
社
長
ら
幹
部
の
岡
山
投
宿
の
記
事
（
資
料

12）
を
収
載
し
た
。

加
え
て
、
同
鉄
道
布
設
を
伊
部
焼
復
興
の
好
機
と
す
べ
き
と
の
記
事

（
資
料

45）
も
興
味
深
い
。
辛
香
峠
開
鑿
工
事
関
係
資
料
（
資
料
４
）

も
加
え
た
。
海
上
輸
送
と
し
て
は
、
大
阪
商
船
と
そ
れ
に
対
抗
す
る

山
口
共
栄
社
岡
山
支
店
の
動
き
を
伝
え
る
記
事
（
資
料

26）
等
、
当

時
の
輸
送
手
段
の
多
様
性
が
わ
か
る
。
交
通
手
段
と
し
て
新
し
い
も

の
と
し
て
人
力
車
が
あ
っ
た
。
文
明
開
化
の
代
表
の
一
つ
と
も
言
え

る
人
力
車
の
普
及
と
そ
れ
に
伴
う
車
夫
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
に

二
十
一
年
七
月
、
実
施
人
力
車
取
締
規
則
及
び
そ
の
改
正
（
資
料

30・

31）
が
行
わ
れ
た
。
通
信
関
係
で
は
、
四
国
海
底
電
信
線
の
修
繕
指

示
（
資
料

52）
も
取
り
挙
げ
た
。

「
教
育
文
化
」
関
係
で
は
、
高
等
教
育
機
関
の
岡
山
県
医
学
校
の

廃
止
、
第
三
高
等
中
学
校
開
設
に
と
も
な
っ
て
、
岡
山
県
病
院
が
同

校
付
属
病
院
と
な
る
記
事
を
採
録
し
た
（
資
料

15）
。
社
会
福
祉
事

業
と
し
て
、
千
輪
性
海
が
設
置
し
た
岡
山
感
化
院
（
資
料

43・

64）

や
玉
島
の
慈
恵
学
校
の
設
置
（
資
料

51）
、
ま
た
、
二
十
年
に
設
置

さ
れ
た
岡
山
孤
児
院
の
様
子
（
資
料

63）
も
紹
介
し
た
。
女
子
の
実

業
教
育
は
「
実
業
的
教
育
ノ
普
及
セ
ン
コ
ト
ヲ
企
画
ス
ル
ハ
今
日
ノ

急
務
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
女
子
手
芸
品
展
覧
会
が
旧
岡
山
城
内
で

入
場
券
発
行
に
よ
り
一
般
縦
覧
し
て
お
り
、
県
も
多
大
な
後
援
を
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
資
料

８
・

16・

18）
。
加
え
て
そ
の

展
覧

会
出
品
の
た
め
に
岡
山
区
内
の
画
師
に
下
絵
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と

も
「
山
陽
新

報
」
に
見
え
る
（
資
料

14）
。

吉
備
女
学
校
設

立
（
資

料

19）
、
高

梁
順
正
女
学
校
で
の
福

西
シ

ゲ
子
の
動

静
も

知
れ
る
記
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事
（
資
料

50）
と
併
せ
、
医
学
校
付
属
の
岡
山
薬
学
校
の
設
立
も
進

ん
で
い
た
こ
と
も
わ
か
る
（
資
料

11）
。
キ
リ
ス
ト
教
関
係
で
も
動

き
が
あ
っ
た
。
若
く
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
、
二
十
三
年
か
ら

は
岡
山
日
曜
学
校
な
ど
の
教
師
と
な
っ
た
り
、
石
井
十
次
の
岡
山
孤

児
院
評
議
員
と
な
る
こ
と
に
な
る
河
本
乙
五
郎
が
自
分
の
同
志
社
学

院
で
の
進
級
報
告
を
立
石
岐
に
し
て
い
る
書
簡
（
資
料

47）
を
収
載

し
た
。
か
つ
て
美
作
自
由
党
で
活
躍
し
、
当
時
岡
山
の
裁
判
所
勤
務

で
あ
っ
た
立
石
が
、
浄
土
宗
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
頃
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
立
石
は
翌
二
十
二
年
岡
山
か
ら
美
作
に
帰
り
、
翌

年
以
降
国
会
議
員
と
な
り
、
政
界
引
退
後
の
三
十
年
代
に
は
津
山
で

の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
尽
く
す
こ
と
に
な
る
。
往
年
の
彼
ら
の
結
び

つ
き
が
わ
か
る
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
県
内
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
関

し
て
、
新
島
襄
よ
り
岡
山
県
各
地
の
牧
師
へ
、
ギ
ュ
ー
リ
ク
牧
師
の

教
会
組
合
化
に
関
す
る
至
急
廻
状
（
資
料

71）
も
あ
げ
た
。

（
二
）
第
二
章
（
明
治
二
十
二
年
）

明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
に
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
。

県
会
議
長
の
井
手
毛
三
は
、
一
月
三
十
一
日
に
前
年
十
二
月
に
設
立

し
た
備
作
政
社
員
の
見
送
り
で
そ
の
発
布
式
参
列
の
た
め
に
上
京
し

（
資
料
７
）、
三
月
に
帰
県
し
、
地
元
美
作
で
そ
の
慰
労
会
に
参
加
し

て
い
る
（
資
料

11）
。
年
末
に
は
憲
法
発
布
後
の
山
県
有
朋
内
務
大

臣
の
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
（
資
料

73）。

「
県
治
」
関
係
で
は
、
市
制
・
町
村
制
の
施
行
に
関
す
る
資
料
が

中
心
で
あ
る
。
二
十
二
年
一
月
二
十
五
日
付
で
、
岡
山
県
は
、
「
町

村
制
実
施
ノ
義
ニ
付
具
申
」
を
内
務
大
臣
に
上
申
し
た
。
こ
れ
に
対

す
る
内
務
省
指
令
を
受
け
て
、
四
月
十
九
日
付
県
令
第
二
十
五
号
で

岡
山
区
に
市
制
、
そ
の
他
の
町
村
に
町
村
制
を
施
行
し
、
同
第
二
十

六
号
（
資
料

20）
で
新
市
町
村
と
組
合
の
区
域
・
名
称
並
び
に
役
場

位
置
を
管
内
に
布
達
し
た
。
そ
し
て
、
県
令
第
二
十
七
号
・
同
第
二

十
八
号
で
そ
れ
ぞ
れ
市
制
・
町
村
制
の
施
行
順
序
を
指
示
し
た
（
資

料

21）
。
な
お
、
そ
の
施
行
順
序
を
正
式
決
定
す
る
前
の
草
稿
（
資

料
22）

も
併
せ
て
掲
載
す
る
こ
と
で
、
県
当
局
の
考
え
方
の
変
化
が

読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
市
制
・
町
村
制
施
行
に
関
し
て
、
同
年

二
月
段
階
で
、
高

崎
五
六
前
県

知
事
が
「

先
府
県

知
事

惣
代
」
「

東
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京
府
知
事
男
爵
」
と
し
て
内
務
大
臣
松
方
正
義
宛
に
上
申
し
た
意
見

書
（
資
料
８
）
も
収
載
し
た
。
ま
た
、
知
事
は
郡
区
長
に
対
し
て
、

市
制
・
町
村
制
施
行
に
合
わ
せ
た
撰
挙
下
で
、
小
学
校
教
員
の
職
務

専
念
義
務
を
内
訓
し
て
い
る
（
資
料

16）
。
な
お
、
憲
法
発
布
の
大

典
に
あ
わ
せ
て
、
千
坂
知
事
は
養
老
思
召
金
の
下
賜
を
県
下
に
告
示

し
た
（
資
料
９
）
。
大
典
時
の
津
山
の
状
況
を
示
す
資
料
も
採
録
し

た
（
資
料

10）。

続
い
て
、
岡
山
市
制
の
施
行
関
係
は
、
一
月
に
市
会
議
員
・
市
長

撰
挙
の
公
示
内
容
が
示
さ
れ
（
資
料
４
）
、
等
級
撰
挙
と
な
る
撰
挙

会
の
広
報
記
事
（
資
料

37）
、
そ
の
撰
挙
の
結
果
に
つ
い
て
の
論
評

も
あ
げ
た
（
資
料

46）
。
浅
井
元
岡
山
区
長
が
市
の
分
属
事
務
の
順

調
な
進
行
打
合
せ
を
野
崎
収
税
長
に
伺
い
を
立
て
る
書
簡
（
資
料

39）

を
採
録
し
た
。
こ
こ
で
は
「
住
民
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り

特
筆
で
き
る
。
荒
木
田
岳
氏
は
「
住
民
」
が
法
律
上
で
定
義
さ
れ
る

の
は
市
制
・
町
村
制
が
最
初
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

初
代
市
長
の
花
房
瑞
連
の
市
町
村
制
や
社
会
事
業
へ
の
思
い
な
ど
を

子
息
直
三
郎
が
談
じ
た
資
料
（
資
料

75）
を
取
り
挙
げ
た
。

町
村
制
に
つ
い
て
は
、
児
島
郡
福
田
古
新
田
村
は
独
立
村
を
希
望
・

出
願
し
て
き
た
も
の
（
資
料

28・

31）
、
撰
挙
に
田
植
時
期
が
悪
影

響
を
与
え
る
と
論
評
し
た
記
事
（
資
料

27）
、
地
域
の
撰
挙
方
法
が

周
知
で
き
て
い
な
い
例
と
し
て
吉
野
郡
讃
甘
・
大
原
村
で
の
投
票
箱

の
閉
鎖
時
間
に
よ
る
紛
議
の
記
事
（
資
料

45）
が
あ
る
。
和
気
郡
三

石
村
の
町
村
制
に
関
す
る
枢
要
書
類
（
資
料

44）
か
ら
は
、
町
村
制

施
行
以
後
、
管
下
の
村
政
が
展
開
す
る
出
発
点
と
な
る
条
例
編
製
・

収
入
役
選
任
な
ど
の
過
程
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
市
制
・
町
村
制
の

施
行
に
よ
る
町
村
合
併
に
よ
り
、
県
土
が
確
定
し
て
地
図
作
成
が
求

め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
「
岡
山
県
市
町
村
制
区
域
三
国
全
図
」
と
し
て

完
成
し
た
（
資
料

49）
。
市
制
・
町
村
制
を
「
郡
吏
の
頭
痛
」
と
し

た
、
人
々
の
思
い
が
わ
か
る
記
事
（
資
料

67）
も
収
録
し
た
。

町
村
制
に
関
連
し
て
、
当
時
、
国
税
・
地
方
税
、
所
有
地
所
等
級

査
定
等
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
野
崎
万
三
郎
収
税
長
は
、
知
事
に

上
表
し
（
資
料

３
）
、

勝
南
郡
長
か
ら

問
い
合
わ
せ
を

受
け
て
い
た

（
資
料
６
）。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
県
収
税
部
は
二
十
二
年
五
月
の
国

（
大

蔵
省

主
税

局
）
の

勅
令
を

ふ
ま
え
た
「
事
務
取

扱
要

領
」
を
示
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す
こ
と
に
な
る
（
資
料

29）
。
内
国
税
徴
収
費
予
算
に
つ
い
て
の
大

蔵
省
通
牒
（
資
料

12）
、
寄
付
金
を
あ
て
に
し
た
県
事
業
に
つ
い
て

の
内
務
省
訓
令
も
出
さ
れ
て
い
る
（
資
料

36）
。
県
は
収
税
部
出
張

所
設
置
を
計
画
し
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す
る
御
野
郡
長
よ
り
の
野
崎

収
税
長
宛
書
簡
（
資
料

42）
も
収
載
し
た
。
岡
山
城
他
仮
公
園
の
価

値
と
有
用
性
に
つ
い
て
の
千
坂
知
事
か
ら
内
務
大
臣
へ
の
上
申
（
資

料

17）
、
陸
軍
第
四
師
団
か
ら
県
知
事
宛
の
岡
山
城
内
の
不
用
箇
所

の
建
物
な
ど
の
貸
渡
等
の
照
会
（
資
料

47・
表
１
）
も
採
録
し
た
。

「
明
治
前
期
吏
員
野
崎
家
資
料
」
に
つ
い
て
は
本
巻
で
も
そ
の
多
く

を
取
り
挙
げ
た
。
近
藤
萌
美
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
七
年
か
ら
五
年

間
、
野
崎
万
三
郎
は
県
収
税
長
を
務
め
て
お
り
、
そ
の
間
、
各
郡
長

と
の
書
簡
の
や
り
と
り
が
多
く
、
二
十
一
年
十
一
月
か
ら
は
町
村
制

実
施
関
係
の
も
の
が
目
立
つ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
本
巻
で
は
そ
れ
ら

を
で
き
る
だ
け
紹
介
し
た
。

「
県
会
」
関
係
に
つ
い
て
は
、
児
島
湾
開
墾
問
題
の
論
議
が
中
心

で
あ
っ
た
た
め
、
第
三
章
で
取
り
挙
げ
た
。

「
郡
況
」
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
道
郡
で
は
西
大
寺
と
藤
井
駅
付

近
の
年
頭
の
景
況
、
郡
内
の
小
学
校
拝
賀
式
の
様
子
（
資
料
１
）
と

上
道
郡
三
蟠
港
に
設
置
さ
れ
た
水
上
警
察
署
開
署
式
（
資
料

18）
を

取
り
挙
げ
た
。
邑
久
郡
で
は
長
浜
村
の
一
志
社
再
興
（
資
料

24）
、

同
村
婦
人
成
藻
会
（
資
料

23）
、
九
月
に
発
生
し
た
吉
井
川
の
洪
水

（
資
料

51・

52）
を
、
浅
口
郡
で
は
玉
島
港
の
景
況
（
資
料

50）
を
、

久
米
北
条
郡
・
久
米
南
条
郡
で
は
稲
作
の
景
況
（
資
料

60）
を
収
載

し
た
。
天
長
節
当
日
の
各
地
の
景
況
の
う
ち
上
道
郡
・
御
野
郡
の
も

の
（
資
料

65）
、
西
北
条
郡
で
は
一
宮
村
の
中
山
神
社
銅
牛
鋳
造
の

記
事
（
資
料

69）
、
津
山
町
の
鋳
物
師
に
よ
る
翌
二
十
三
年
開
催
の

内
国
博
覧
会
出
品
予
定
の
児
島
高
徳
銅
像
の
鋳
造
（
資
料

71）
を
、

真
島
郡
で
は
旧
勝
山
藩
主
三
浦
氏
の
官
林
払
下
げ
の
資
料
（
資
料

72）

を
採
録
し
た
。

「
産
業
・
経
済
」
関
係
で
は
、
鉱
業
に
つ
い
て
言
え
ば
、
吉
岡
鉱

山
と
三

菱
商
会
の
年

始
会
（
資
料

２
）
、
久
米
北
条
郡

錦
織
村
で
の

石
炭
坑
の
発
見
（
資
料

34）、
勝
南
郡
国
盛
鉱
山
の
盛
況
（
資
料

41）

は
、
そ
の
後
の
美
作
各
地
で
の
当
地
豪
農
層
に
よ
る
試
掘
発
展
に
つ

な
が
る
と
す
る
記
事
（
資
料

43）、
備
中
の
畳
表
の
景
況
（
資
料

55）
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と
そ
の
大
阪
へ
の
輸
出
を
図
る
も
の
（
資
料

61）
、
当
時
県
内
の
紡

績
・
精
米
会
社
へ
の
石
炭
販
売
促
進
策
（
資
料

74）
と
紡
績
会
社
の

低
調
を
示
す
様
子
（
資
料

70）
も
取
り
挙
げ
た
。
九
月
末
か
ら
頻
繁

に
続
く
岡
山
区
の
煙
草
製
造
職
人
の
同
盟
罷
工
（
資
料

54・

56・

57）、

御
野
郡
の
備
前
瓦
師
組
合
の
規
約
（
資
料

68）
と
職
人
集
団
の
組
織

化
も
紹
介
し
た
。
「
果
樹
」
関
係
で
は
、
渾
大
防
益
三
郎
ら
に
よ
る

児
島
郡
勧
業
博
覧
会
で
は
葡
萄
・
桑
・
夏
蜜
柑
・
桃
が
展
覧
さ
れ
る

こ
と
（
資
料

15）
と
と
も
に
、
御
野
郡
の
葡
萄
園
と
水
蜜
桃
（
資
料

66）
を
取
り
挙
げ
た
。

「
交
通
・
通
信
」
関
係
で
、
前
年
に
引
き
続
き
、
山
陽
鉄
道
工
事

に
関
す
る
も
の
を
撰
定
し
た
。
県
内
関
係
の
姫
路
・
岡
山
間
の
最
大

の
難
工
事
は
船
坂
隧
道
（
現
備
前
市
三
石
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
関

係
し
た
、
内
務
省
へ
の
兵
庫
県
の
伺
と
岡
山
県
の
具
申
（
資
料

14）、

地
元
三
石
戸
長
役
場
か
ら
の
申
告
綴
（
資
料

30）
、
ま
た
、
敷
設
工

事
ル
ー
ト
に
関
す
る
同
地
域
沿
線
住
民
の
考
え
が
理
解
で
き
る
記
事

（
資
料

63）
を
収
載
し
た
。
ま
た
、
高
戸
小
田
郡
長
か
ら
野
崎
書
記

官
あ
て
同
鉄
道
線
路
収
用
の
た
め
の
地
元
住
民
説
諭
の
方
策
を
聞
く

書
簡
（
資
料

53）
、
そ
の
工
事
中
の
六
月
に
出
さ
れ
た
同
鉄
道
会
社

の
官
設
鉄
道
払
下
請
願
（
資
料

38）
は
全
国
的
規
模
の
鉄
道
再
編
の

動
き
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
陽
鉄
道
に
続
く
鉄
道
建
設
ブ
ー

ム
は
、
県
南
と
県
北
、
山
陰
と
山
陽
の
鉄
道
連
絡
へ
と
影
響
し
、
三

つ
の
山
陰
・
山
陽
を
通
じ
る
計
画
が
地
域
で
盛
り
上
が
っ
て
い
る

（
資
料

48）。
実
際
に
は
そ
の
遂
行
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
山
陰
山

陽
聯
接
鉄
道
計
画
で
わ
か
る
（
資
料

62）
。
ま
た
、
十
七
年
当
時
、

高
崎
五
六
前
知
事
に
上
申
さ
れ
た
和
気
・
津
山
間
の
馬
車
鉄
道
布
敷

設
計
画
も
収
載
し
た
（
資
料

35）
。
鉄
道
敷
設
は
汽
船
航
行
に
も
好

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
商
船
と
山
陽
鉄

道
に
つ
い
て
の
論
評
（
資
料

40）
、
三
蟠
港
の
電
信
機

架
設
計
画

（
資
料

58）
、
大
阪
と
の
間
で
の
汽
船

競
争
（
資
料

59）
、

東
京
行

回

漕
業
者
の
広
告
（
資
料

64）
を
、
通
信
関
係
で
は
、
岡
山
逓
信
管
理

局
開

局
が
あ
る
（
資
料

13）
。
こ
れ
は
岡
山
県
で
の

重
大
事
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
り
、
県
知
事
・
書
記
官
・
収
税
長
・
各
課
長
ら
県
幹
部

の
他
に
、
岡
山
始
審
裁
判
所
、
検
事
、
銀
行
や
紡
績
会
社
な
ど
の
諸

氏
を
招
待
し
、
該
局
内
部
の
紹
介
か
ら
当
日
の
知
事
祝
辞
を
も
掲
載
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し
て
い
る
。

「
教
育
文
化
」
関
係
で
は
、
十
七
年
に
設
立
し
た
私
立
普
通
予
備

学
校
の
不
振
を
憂
い
た
師
範
学
校
教
師
野
崎
又
六
ら
が
、
十
九
年
に

学
則
を
変
え
て
、
私
立
普
通
学
校
と
し
て
設
置
す
る
旨
を
宣
言
し
た

趣
意
書
（
資
料
５
）
と
校
舎
建
築
略
図
（
図
１
）
が
あ
る
。
津
山
で

の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
つ
き
、
地
元
津
山
の
冨
田
元
資
が
当
時
岡
山

に
い
た
立
石
岐
に
相
談
し
て
い
る
書
簡
（
資
料

19）
、
県
下
の
獣
医

の
必
要
を
唱
え
る
論
評
（
資
料

25）
も
取
り
挙
げ
た
。
後
楽
園
の
存

続
が
県
会
で
議
論
さ
れ
て
い
た
資
料
（
資
料

26）
も
興
味
深
い
。
千

坂
知
事
が
社
会
福
祉
に
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、

そ
の
一
端
は
日
本
赤
十
字
社
岡
山
支
部
の
設
立
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

岡
山
地
方
居
住
の
正
社
員
名
を
明
記
し
た
設
立
趣
意
書
（
資
料

32）

と
同
社
細
則
（
資
料

33）
が
あ
る
。

（
三
）
第
三
章
（
児
島
湾
開
墾
問
題
）

明
治
十
～
二
十
年
代
の
岡
山
県
政
に
と
っ
て
、
児
島
湾
開
墾
問
題

は
き
わ
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
十
年
代
の
初
め
、
児
島
湾
開
墾

事
業
の
推
進
を
め
ぐ
っ
て
は
、
伊
木
社
・
微
力
社
・
高
崎
五
六
岡
山

県
令
の
三
者
が
対
立
し
て
い
た
。
十
七
年
十
二
月
、
藤
田
伝
三
郎
・

杉
村
正
太
郎
・
田
中
市
兵
衛
（
以
上
大
阪
）
、
鹿
島
岩
蔵
・
阿
部
浩

（
以
上
東
京
）
及
び
生
本
伝
九
郎
（
県
勧
業
課
）
の
六
人
に
よ
る
開

業
許
可
願
が
岡
山
県
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高
崎
五
六

県
令
は
同
年
十
二
月
二
十
五
日
、
指
令
を
発
し
た
が
、
自
身
は
二
日

後
参
事
院
に
転
出
し
た
。
そ
の
指
令
に
よ
る
六
者
協
議
は
折
り
合
わ

ず
、
一
旦
挫
折
し
た
。
事
態
が
動
い
た
の
は
、
国
（
松
方
正
義
）
の

調
停
で
あ
っ
た
。
井
上
馨
の
庇
護
を
受
け
た
藤
田
伝
三
郎
単
独
経
営

に
よ
る
実
施
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
二
十
年
八
月
、

県
は
藤
田
組
の
単
独
事
業
を
内
定
し
、
二
十
二
年
五
月
十
六
日
に
事

業
実
施
を
許
可
し
た
。
同
年
五
月
二
十
三
日
、
県
は
告
示
第
四
〇
号

を
発
し
、
こ
れ
に
対
す
る
県
下
一
大
反
対
運
動
が
発
生
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
県
政
・
県
会
は
も
と
よ
り
県
下
の
関
係
町

村
や
産
業
界
な
ど
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。

本
巻
で
敢
え
て
章
立
て
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
重
要

視
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
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『
岡
山
県
史
』
近
代
Ⅰ
で
は
、
明
治
初
期
か
ら
昭
和
三
十
八
年
の

児
島
湾
干
拓
の
歴
史
を
ま
と
め
て
お
り
、
『
岡
山
県
史
』
政
治
・
社

会
で
は
『
岡
山
県
会
史
』
第
弐
編
か
ら
の
引
用
に
よ
り
、
明
治
二
十

二
年
の
岡
山
県
会
か
ら
内
務
大
臣
山
県
有
朋
宛
「
児
島
湾
開
墾
許
可

取
消
ノ
建
議
書
」
、
同
三
十
五
・
三
十
六
年
の
「
県
会
意
見
書
」
を

取
り
挙
げ
て
い
る
。
依
田
昌
弘
氏
は
、
児
島
湾
開
墾
許
可
を
め
ぐ
る

経
過
を
整
理
し
た
上
で
、
政
商
藤
田
伝
三
郎
が
井
上
馨
を
介
し
て
地

元
に
影
響
力
の
あ
る
花
房
瑞
連
に
接
近
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
書

簡
を
紹
介
し
て
い
る
。

本
巻
で
は
、
二
十
一
～
二
十
二
年
の
「
山
陽
新
報
」
の
記
事
（
資

料
１
・
４
～

19）
か
ら
、
県
当
局
や
地
域
の
動
き
が
詳
細
に
理
解
で

き
る
よ
う
に
、
時
系
列
に
編
集
し
た
。
『
岡
山
県
会
史
』
第
一
編
と

「
山
陽
新
報
」
の
記
事
（
資
料
３
）
か
ら
、
二
十
二
年
臨
時
県
会
で

の
児
島
湾
開
墾
問
題
の
議
事
（
資
料
２
）
を
見
る
こ
と
で
、
知
事
や

議
会
側
の
動
き
を
客
観
的
に
示
し
た
。
特
定
の
村
で
の
動
き
を
定
点

的
に
見
て
み
る
と
、
都
宇
郡
加
茂
村
役
場
資
料
の
中
に
、
二
十
二
年

内
の
児
島
湾
開
墾
問
題
に
直
接
関
係
し
た
、
加
茂
村
の
資
料
が
見
つ

か
っ
た
（
資
料

20）
。
県
へ
の
請
願
、
県
知
事
か
ら
の
内
訓
、
旧
小

田
県
参
事
か
ら
の
書
簡
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

岡
山
県
知
事
の
肉
声
と
も
言
え
る
県
知
事
直
筆
の
書
簡
も
あ
っ
た

（
資
料

21）。
そ
れ
を
口
絵
写
真
と
し
た
。

（
四
）
第
四
章
（
基
礎
デ
ー
タ
編
）

○
県
職
員
関
係
（
表
２
～
５
）

『
岡
山
県
職
員
録
』
（
明
治
二
十
一
年
四
月
一
日
現
在
）
に
も
と

づ
い
て
作
成
し
た
県
職
員
の
陣
容
で
あ
る
。
原
史
料
『
岡
山
県
職
員

録
』
で
は
、
「
出
身
府
県
」
の
欄
に
併
せ
て
「
士
族
・
平
民
」
の
別

が
あ
っ
た
が
、
省
略
し
た
。
明
治
憲
法
で
は
、
官
吏
の
身
分
に
は

「
奏
任
官
」（
表
中
で
は
「
奏
」）
と
「
判
任
官
」（
表
中
で
は
「
判
」）

が
あ
っ
た
。
前
者
は
内
閣
総
理
大
臣
の
推
薦
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た

三
等
以
下
九
等
ま
で
の
高
等
官
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
天
皇
の
委

任
を
受
け
た
各
大
臣
・
地
方
長
官
な
ど
行
政
官
庁
の
長
に
よ
っ
て
任

命
さ
れ
、
奏
任
官
な
ど
の
高
等
官
の
下
位
に
位
し
た
官
吏
の
こ
と
で

あ
る
。
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○
市
町
村
合
併
関
係
（
表
６
～

37）

表
記
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
こ
と
に
留
意
し
て
作
成
し
た
。
依
拠

本
は
、『
岡
山
県
市
町
村
合
併
誌
続
編
』（
昭
和
五
十
六
年
）
で
あ

り
、
「
郡
（
廃
藩
置
県
）
・
（
統
廃
合
）
」
、
「
明
治
４
年
７
月

14日
現

在
（
廃
藩
置
県
）」、「

明
治
４
年
７
月

15日
～
明
治

22年
５
月

31日
」、

「
明
治

22年
６
月
１
日
現
在
（
市
制
・
町
村
制
施
行
）」
の
四
つ
の
欄

を
参
考
に
し
た
。
但
し
、
郡
名
に
つ
い
て
は
、
「
廃
藩
置
県
」
欄
は

明
治
四
年
段
階
の
も
の
を
、
「
統
廃
合
」
欄
は
明
治
三
十
三
年
の
郡

制
施
行
段
階
の
も
の
を
記
し
た
。
「
明
治
」
の
表
記
は
「
Ｍ
」
と
略

し
、
「
合
併
・
改
称
年
次
不
詳
」
部
分
は
、
各
自
治
体
史
等
を
参
考

に
し
て
加
筆
・
修
正
し
、
引
用
自
治
体
史
名
を
各
表
の
下
部
に
註
記

し
た
。

○
市
町
村
職
員
関
係
（
表

38）

『
岡
山
県
自
治
職
員
録
』
（
明
治
二
十
二
年
十
月
刊
）
に
も
と
づ

い
て
、
旧
国
名
・
郡
名
・
村
名
と
と
も
に
、
役
場
位
置
と
町
村
の
首

長
・
助
役
・
収
入
役
を
ま
と
め
た
。
な
お
、
「
」
（
ハ
イ
フ
ン
）
は

未
記
入
を
示
し
て
い
る
。

○
県
統
計
関
係
（
表

39～

52）

『
明
治
二
十
二
年
岡
山
県
統
計
書
』
を
も
と
に
作
成
し
た
が
、
同

書
の
内
容
は
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
に
、
『
岡
山
県
統
計
１
０
０
年

史
』
で
補
充
し
た
。
人
口
・
農
業
・
漁
業
・
工
業
・
鉱
業
・
商
業
・

金
融
・
貿
易
の
順
で
統
計
を
掲
げ
、
教
育
・
文
化
面
で
は
小
学
校
関

係
、
新
聞
な
ど
出
版
関
係
、
県
会
な
ど
の
選
挙
・
被
選
挙
者
数
、
医

療
関
係
を
収
載
し
た
。
表

46は
、
猪
木
正
美
氏
作
成
の
「
岡
山
の
銀

行

150年
略
年
表
」
を
参
照
し
た
。
表

49に
つ
い
て
『
岡
山
の
明
治
の

雑
誌
』
に
よ
れ
ば
、「
青
年
会
雑
誌
」
は
岡
山
教
会
の
機
関
誌
、「
を

し
へ
」
は
小
学
生
向
け
の
学
習
雑
誌
、
「
粋
道
府
」
は
戯
作
雑
誌
で

あ
る
。

○
県
会
の
開
会
（
表

53）

『
岡
山
県
会
史
』
に
も
と
づ
い
て
、
年
内
の
臨
時
・
通
常
会
の
開

催
期
間
・
会
場
を
ま
と
め
た
。
な
お
、
表
中
の
Ａ
～
Ｄ
は
開
会
区
分

を
示
し
た
。

○
県
会
議
員
（
表

54）

『
岡
山
県
会
史
』
に
も
と
づ
い
て
、
右
記
し
た
Ａ
～
Ｄ
の
開
会
区
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分
ご
と
に
該
当
す
る
県
会
開
会
時
に
所
属
し
て
い
た
県
会
議
員
を
郡

別
に
示
し
た
。

最
後
に
、
本
巻
を
編
纂
す
る
際
に
参
考
と
し
た
お
も
な
参
考
文
献

を
各
章
ご
と
に
紹
介
す
る
。

巻
頭
『
岡
山
県
市
町
村
合
併
誌
総
編
』（
一
九
六
〇
）

『
岡
山
の
果
樹
園
芸
史
』（
一
九
六
三
）

『
続
岡
山
の
果
樹
園
芸
史
』（
一
九
七
五
）

大
島
美
津
子
『
明
治
国
家
と
地
域
社
会
』（
一
九
九
四
）

松
沢
裕
作
『
町
村
合
併
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
近
代
』
（
二
〇

一
三
）

荒
木
田
岳
『
村
の
日
本
近
代
史
』（
二
〇
二
〇
）

一
『
勝
央
町
誌
』（
一
九
八
四
）

二
『
成
羽
町
史
』
通
史
編
（
一
九
九
六
）

三
佐
田
昌
弘
「
児
島
湾
開
墾
許
可
を
め
ぐ
る
民
権
運
動
と
政
商

藤
田
伝
三
郎
」『
地
域
史
に
お
け
る
自
治
と
分
権
』（
一
九
九

九
）

四
『
岡
山
県
市
町
村
合
併
誌
総
編
』（
一
九
六
〇
）

『
中
国
銀
行
五
十
年
史
』（
一
九
八
三
）

片
山
新
助
・
桒
田
康
信
・
菱
川
広
光
『
明
治
の
岡
山
の
雑
誌
』

（
一
九
八
九
）

『
大
辞
泉
』（
一
九
九
五
）

『
新
修
倉
敷
市
史
』
５
近
代
（
上
）（
二
〇
〇
二
）

猪
木
正
実
『
岡
山
の
銀
行
』（
二
〇
一
六
）

全
体
に
関
わ
る
参
考
文
献

『
岡
山
県
会
史
』
第
一
編
（
一
九
〇
六
）

『
岡
山
県
郡
治
誌
』
上
巻
（
一
九
三
八
）

『
岡
山
県
政
史
』
明
治
・
大
正
編
昭
和
前
期
編
（
一
九
六
七
）

『
岡
山
県
史
』
近
代
Ⅰ
（
一
九
八
五
）

『
岡
山
県
史
』
政
治
・
社
会
（
一
九
八
六
）

柴
田
一
・
太
田
健
一
『
岡
山
県
の
百
年
』（
一
九
八
六
）

『
岡
山
県
史
』
年
表
（
一
九
九
一
）

『
岡
山
県
歴
史
人
物
事
典
』（
一
九
九
四
）

近
藤
萌
美
「
明
治
前
期
岡
山
県
吏
員
野
崎
家
資
料
に
つ
い
て
」

『
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
紀
要
』（
二
〇
二
〇
）
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